
埼老健第 24－32号 

令和６年９月１７日 

事務長  様 

公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会 

会 長   荒 舩 丈 一  

          [公印省略] 

 

    永年勤続者等表彰対象者の推薦について 

 

秋涼の候、会員の皆様にはご健勝のことと拝察申し上げます。 

さて、標記につきまして別添の表彰規程に該当する職員がおられましたら、

別紙推薦書により事務局宛てまでご推薦下さい。 

尚、該当者が複数に及ぶ場合は各施設にて選考の上、２名以内のご推薦をお

願いいたします。（以前に表彰を受けた人は該当しません。） 

表彰者につきましては理事会にて審査の上、「第 29回埼玉県介護老人保健

施設大会」（令和７年３月５日）にて表彰式を行う予定です。 

 

※平成２６年（2014年）４月１日以前の入職者が対象になります。 

 

 

締切 令和６年１０月３１日（木）必着 
※FAXにて事務局までご返送ください。 

 

問合せ先                       

公益社団法人 埼玉県介護老人保健施設協会 

事務局 小柴・加藤 

TEL 0494-53-9090 

FAX 0494-53-9050 

 

 



推 薦 書 

令和 6年   月   日 

公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会 

   会 長  荒 舩 丈 一 様 

     [推薦者] 

     施設名                   

 

     管理者  

     (施設長)               ㊞  

 

 

連絡担当者                 

 

 

     電話番号                  

 

記 

1. 永年勤続表彰該当者（必ず ふりがな をお願いします。） 

※FAXのため楷書でお書きください。 

NO 氏 名（ふりがな） 職 種 勤務期間 ※西暦で記入 

1 

 

 
  自     年   月   日 

 （計     年） 

2 

 

 
 自     年   月   日 

 （計     年） 

2024年 4月 1日現在で合計年数を記入して下さい 

 

2.特別表彰者 

氏名
ふりがな

 
 

職種 
 

事由（書ききれない場合は別紙使用） 

以上 

※この書式(Word)はアルリットのメッセンジャー、協会のホームページにアップしました。 

送信先（公社）埼玉県介護老人保健施設協会 FAX：0494-53-9050 



公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会 

表 彰 規 程 
 

（通 則） 

第１条 公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会（以下「協会」という）の会員並びに会

員施設の役職員及び施設に対する協会の表彰に関しては、別に定めるものを除き、

この規程の定めるところによる。 
 

（表彰者） 

第２条 この規程に基づく表彰に関しての表彰者は、公益社団法人埼玉県介護老人保健施設

協会会長（以下「会長」という）とする。 
 

（推 薦） 

第３条 被表彰者の推薦は、推薦者が次条の推薦基準の該当者として認める場合に会長宛に

行うものとする。 
 

（表彰の基準） 

第４条 会長は、毎年４月１日現在において、次の各号の一に該当する者を表彰する。 

（１）本会役員として、１０年以上在職（以下１０年毎）し、本会発展に顕著な功績があ

ったとして推薦者が認める者。 

（２）本会会員施設にあって、同一施設に勤続１０年以上の職員で推薦者が職務に精励し、

他の模範として認める者。 

（３）本会会員施設にあって、老人保健福祉に貢献する研究、発明、発見、考案、工夫等、

を行った職員及び他の模範となる職員で施設長に推薦された者。 

（４）その他会長が特に必要と認めた会員、職員、施設及び団体。 
 

（表彰の決定） 

第５条 会長は、被表彰者の推薦書、功績調書及び履歴書を確認するほか、推薦者の意向を

勘案の上被表彰者を決定する。 

２ 前項による被表彰者の決定は、当該年度の予算額を配慮し、その被表彰者の人数を

制限することができる。 
 

（表彰の方法） 

第６条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。 

２ 前項の表彰状及び感謝状には、必要に応じて副賞を添えることができる。 
 

（表彰の時期） 

第７条 表彰は、毎年１回、埼玉県介護老人保健施設大会において行う。ただし、会長及び

理事会が特に授与の必要を認めたものについてはその限りではない。 
 

（表彰の審査） 

第８条 審査は理事会において第４条に掲げる表彰について審査し、被表彰者の選考を行う。 
 

（表彰の公示） 

第９条 この規定により表彰を行った場合は、被表彰者の氏名又は名称等を、ホームページお 

よび本協会が発行する広報誌等に公表することができる。 
 

(国・県・他団体等表彰候補の推薦) 

 第 10条 協会以外の表彰にかかる被表彰候補者の推薦は、他団体等の定める基準を満たす 

ものの中から会長が推薦する。 
 

附則 

１. この規程は平成２０年１月１日から実施する。 

２. この規定は令和元年１１月１日から実施する。 


